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て
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
十
三
号

山
梨
県
高
山
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
十
一
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
特
定
高
山
植
物
販
売
業
開
始
届
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

氏
名
又
は
名
称

営
業
所
の
名
称
及
び

販
売
し
よ
う
と
す
る
特
定
高
山
植
物
開
始
予
定
年
月

及
び
住
所

所
在
地

の
種
名

日

財
団
法
人
山
梨

財
団
法
人
山
梨
県
農

ホ
テ
イ
ア
ツ
モ
リ
、
ア
ツ
モ
リ
ソ
ウ
平
成
十
四
年
二

県
農
業
振
興
公

業
振
興
公
社
山
梨
県

カ
モ
メ
ラ
ン
、
タ
カ
ネ
ビ
ラ
ン
ジ
、
月
十
五
日

社

フ
ラ
ワ
ー
セ
ン
タ
ー

ホ
ウ
オ
ウ
シ
ャ
ジ
ン
、
ヒ
メ
シ
ャ
ジ

甲
府
市
飯
田
三

売
店

ン
、
コ
マ
ク
サ

丁
目
二
番
四
十

北
巨
摩
郡
明
野
村
浅

四
号

尾
二
四
七
一
番
地

山
梨
県
告
示
第
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
巨
摩
郡
高
根
町
清
里
字
念
場
原
三
五
四
五
の
五
五
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）、
三
五

四
五
の
六
一
五
四
、
三
五
四
五
の
六
四
〇
〇
、
三
五
四
五
の
六
四
〇
一
、
三
五
四
五
の
六
四
二
七
、

三
五
四
五
の
六
四
二
八
、
三
五
四
五
の
六
四
三
〇

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

風
害
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
次
の
図
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
高
根
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
六
郷
地
区
中
山
間
地
域
総
合
整

備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
七

山
梨
県
公
報
平
成
十
四
年

二
月
十
四
日

第
千
二
百
六
十
四
号

木　曜　日



る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

六
郷
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
甲
斐
駒
ケ
岳
地
区
広
域
営
農
団

地
農
道
整
備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

白
州
町
役
場
及
び
武
川
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
六
ヶ
村
堰
地
区
か
ん
が
い
排
水

事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

高
根
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
山
中
湖
地
区
田
園
居
住
空
間
整

備
事
業
）
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

変
更
後
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

山
中
湖
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
十
九
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
収
用
事
業
の
認
定
を
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

六
八



一
　
起
業
者
の
名
称

武
川
村

二
　
事
業
の
種
類

（
仮
称
）
武
川
村
総
合
交
流
運
動
公
園
整
備
事
業

三
　
起
業
地

収
用
の
部
分
　
北
巨
摩
郡
武
川
村
大
字
新
奥
字
カ
イ
モ
チ
原
及
び
大
字
宮
脇
字
大
持
原
地
内

使
用
の
部
分
　
な
し

四
　
土
地
収
用
法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

武
川
村
役
場
企
画
財
政
課

山
梨
県
告
示
第
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
建

設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
甲
府
昇
仙
峡
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
府
市
竹
日
向
町
字
羅
漢
尻
七
八
九
番
の
一
地
先

旧

七
・
〇
〜

七
六
・
〇

か
ら

一
一
・
〇

甲
府
市
竹
日
向
町
字
羅
漢
尻
七
九
三
番
の
一
地
先

ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

七
六
・
〇

一
九
・
〇

山
梨
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
東
地
域
振
興
局
塩

山
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
大
菩
薩
初
鹿
野
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
田
野
字
下
ノ
平
二
六
三
番

旧

八
・
〇
〜

九
四
・
〇

の
一
地
先
か
ら

一
六
・
八

東
山
梨
郡
大
和
村
大
字
田
野
字
下
久
保
買
田
一
一

五
番
の
一
六
地
先
ま
で

新

八
・
四
〜

九
四
・
〇

二
九
・
六

山
梨
県
告
示
第
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
維
持
課
及
び
峡
南
地
域
振
興
局
市

川
建
設
部
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
七
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
　
長
供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

一
般
国

三
〇
〇
号

西
八
代
郡
下
部
町
大
字
古
関
字
天
社

八
九
二
・
〇

平
成
十
四
年

道

古
四
二
二
二
番
の
一
地
先
か
ら

三
月
二
十
九

西
八
代
郡
下
部
町
大
字
北
川
字
東
畑

日

二
〇
五
四
番
の
二
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
三
号

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
堤
防
と
道
路

と
の
兼
用
工
作
物
の
管
理
の
方
法
に
つ
い
て
協
議
が
成
立
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、

山
梨
県
土
木
部
治
水
課
及
び
峡
中
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
河
川
の
名
称
　
富
士
川
水
系
　
五
割
川

二
　
河
川
管
理
施
設
の
名
称
又
は
種
類
　
左
岸
堤
防

三
　
河
川
管
理
施
設
の
位
置
　
甲
府
市
上
今
井
町
字
西
田
千
四
百
十
九
番
一
地
先
か
ら
甲
府
市
下
今
井

町
字
汗
ダ
リ
三
十
八
番
一
地
先
ま
で

四
　
管
理
を
行
う
者
の
氏
名
及
び
住
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

六
九



１
　
氏
名
　
甲
府
市
長
　
山
本
栄
彦

２
　
住
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
十
八
番
一
号

五
　
管
理
の
内
容

１

道
路
専
用
施
設
（
路
面
（
路
盤
の
部
分
を
含
む
。）、
路
肩
、
道
路
の
附
属
物
そ
の
他
の
専
ら

道
路
の
管
理
上
必
要
な
施
設
又
は
工
作
物
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
新
設
（
道
路
の
附
属
物
に

係
る
も
の
に
限
る
。）、
改
築
、
維
持
又
は
修
繕

２
　
路
肩
に
接
す
る
法
面
で
、
当
該
路
肩
か
ら
法
長
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
維
持

３
　
原
則
と
し
て
道
路
専
用
施
設
に
係
る
災
害
復
旧

六
　
管
理
の
期
間
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
道
路
を
廃
止
す
る
と
き
、
又
は
堤
防
の
公
用
を
廃

止
す
る
と
き
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
施
行
者
の
名
称

勝
沼
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業
勝
沼
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
三
年
三
月
十
日
か
ら
平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
号
、
平
成
三
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号
、
平
成
七

年
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
及
び
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
号
の
事
業
地
に
勝
沼
町

大
字
等
々
力
字
絵
見
堂
の
一
部
、
大
字
小
佐
手
字
横
落
下
、
字
横
落
前
、
字
樋
下
、
字
中
村
、
字

北
川
原
、
字
伏
木
、
字
工
宮
、
字
宮
ノ
前
、
字
坂
下
、
字
赤
坂
、
字
思
連
及
び
字
寺
山
の
各
一
部
、

大
字
勝
沼
字
小
佐
手
小
路
の
全
部
並
び
に
字
願
光
寺
、
字
地
蔵
久
保
、
字
長
遠
寺
、
字
東
、
字
水

上
屋
敷
、
字
上
ノ
山
、
字
鳥
居
平
及
び
字
夏
秋
の
各
一
部
、
大
字
下
岩
崎
字
長
面
、
字
桜
木
及
び

字
町
屋
原
の
各
一
部
、
大
字
上
岩
崎
字
一
丁
田
、
字
築
地
鼻
、
字
黒
木
、
字
西
新
居
、
字
埃
溜
、

字
福
地
、
字
三
口
神
、
字
石
骨
、
字
竹
原
、
字
上
新
田
、
字
下
新
田
、
字
並
柳
、
字
下
所
面
、
字

下
大
切
、
上
大
切
、
字
西
田
、
字
狭
田
、
字
大
阪
、
字
小
林
、
字
内
藤
、
字
城
正
寺
及
び
字
経
塚

の
各
一
部
、
大
字
藤
井
字
地
蔵
畑
、
字
柿
木
平
、
字
釈
迦
堂
、
字
前
畑
、
字
藤
井
田
、
字
上
野
及

び
字
三
口
神
並
び
に
大
字
菱
山
字
北
重
連
、
字
南
重
連
、
字
下
西
田
、
字
高
田
和
、
字
矢
羽
根
、

字
林
岸
、
字
北
西
塔
下
割
、
字
切
付
、
字
西
之
御
所
及
び
字
西
之
原
の
各
一
部
を
加
え
、
大
字
綿

塚
字
東
畑
並
び
に
大
字
休
息
字
大
門
後
、
字
平
池
、
字
坂
上
、
字
横
内
前
及
び
字
雁
林
並
び
に
大

字
小
佐
手
字
子
安
、
字
横
落
及
び
字
下
川
原
並
び
に
大
字
勝
沼
字
上
天
神
、
字
亀
久
保
、
字
宮
ノ

後
、
字
内
匠
屋
、
字
向
原
、
字
桜
地
蔵
、
字
下
町
、
字
仲
町
、
字
上
町
、
字
御
所
、
字
新
井
及
び

字
筋
違
並
び
に
大
字
下
岩
崎
字
大
泉
、
字
東
畑
、
字
冠
塚
、
字
赤
穂
、
字
田
中
、
字
横
田
及
び
字

山
ノ
神
並
び
に
大
字
上
岩
崎
字
千
躰
並
び
に
大
字
藤
井
字
松
本
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

２
　
使
用
の
部
分

な
し

山
梨
県
告
示
第
四
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

中
巨
摩
郡
若
草
町
浅
原
字
中
河
原
八
十
一
番
二

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
　
最
小
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
四
・
五
八
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
四
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
小
石
和
字
観
音
構
千
八
百
三
十
番
一
、
千
八
百
三
十
番
二

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
〇



二
　
道
路
の
幅
員

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
十
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
四
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
道
路
の
位
置

韮
崎
市
水
神
二
丁
目
四
千
八
百
十
五
番
十
四

二
　
道
路
の
幅
員

最
大
　
六
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
　
　
最
小
　
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

四
十
二
・
〇
九
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
四
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
釜
無
川
右
岸
地
区
県
営
畑
地
帯
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お

り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

白
根
町
役
場
、
若
草
町
役
場
、
櫛
形
町
役
場
及
び
甲
西
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
四
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
杉
ノ
木
地
区
県
営
中
山
間
地
域
総
合
農
地
防
災
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の

と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

下
部
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
三
珠
豊
富
地
区
県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と

お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

三
珠
町
役
場
及
び
豊
富
村
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
一



山
梨
県
告
示
第
五
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
長
坂
地
区
田
園
交
流
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

長
坂
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

土
地
改
良
事
業
（
茅
ヶ
岳
東
部
地
区
広
域
営
農
団
地
農
道
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と

お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、当
該
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

韮
崎
市
役
所
、
双
葉
町
役
場
及
び
敷
島
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
富
士
吉
田
北
部
地
区
県
営
中
山

間
地
域
総
合
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

富
士
吉
田
市
役
所

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
五
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
（
棡
原
地
区
県
営
た
め
池
等
整
備

事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
縦
覧
書
類

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所

上
野
原
町
役
場

四
　
異
議
申
立
期
間

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
ま
で

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
二



公
　
　
　
告

�

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
別
館
等
清
掃
業
務
　
一
式

２
　
役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
及
び
甲
府
市
里
吉
三
丁
目
地
内

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
四
の
３
に
よ
り
事
前
に
資
格
が

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第

十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
山
梨
県
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
役
務
の
性
質
上
、
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
場
合
、
連
絡
後
一
時
間
以
内
に
履
行
に
着
手
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

６
　
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
に
お
い
て
、
従
業
員

へ
の
給
料
又
は
賃
金
の
未
払
い
等
、
不
誠
実
な
行
為
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
に
お
い
て
、
一
年
間
継

続
し
て
の
清
掃
業
務
を
一
回
と
し
て
、
二
回
以
上
清
掃
面
積
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
清
掃
業

務
契
約
を
元
請
と
し
て
結
び
、
当
該
契
約
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

８
　
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
入
札
参
加
資
格
要
件
を
満
た

す
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
総
務
部

管
財
課
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
九
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
午
後
一
時
三
十
分
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
午
後
一
時
三
十
分
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
午
後
四
時

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な

入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
三



四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め

る
入
札
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二

又
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
三
の
１
の
場
所
に
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
一
日

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）
に
提
出
し
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
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services
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C
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Y
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O
ffice

A
nnex

B
uildings

1
set

2
D
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tim
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M
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2002

3
B
ureau

in
charge

A
dm
inistrative

M
anagem

ent
Section,

Property
M
anagem

ent
D
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G
eneral

A
ffairs

D
epartm

ent,
Y
am
anashi

Prefectural
G
overnm

ent
6-1
M
arunouchi

1-chom
e
K
ofu-shi

Y
am
anashi-ken

400-8501
Japan

TEL
055-223-1391

�

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
県
民
情
報
プ
ラ
ザ
清
掃
業
務
　
一
式

２
　
役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
八
番
五
号

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
四
の
３
に
よ
り
事
前
に
資
格
が

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第

十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
山
梨
県
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
役
務
の
性
質
上
、
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
場
合
、
連
絡
後
一
時
間
以
内
に
履
行
に
着
手
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

６
　
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
に
お
い
て
、
従
業
員

へ
の
給
料
又
は
賃
金
の
未
払
い
等
、
不
誠
実
な
行
為
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
に
お
い
て
、
一
年
間
継

続
し
て
の
清
掃
業
務
を
一
回
と
し
て
、
二
回
以
上
清
掃
面
積
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
清
掃
業

務
契
約
を
元
請
と
し
て
結
び
、
当
該
契
約
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
四



８
　
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
入
札
参
加
資
格
要
件
を
満
た

す
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
総
務
部

管
財
課
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
九
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
午
後
二
時
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
午
後
二
時
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
午
後
四
時

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な

入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め

る
入
札
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二

又
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
三
の
１
の
場
所
に
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
一
日

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）
に
提
出
し
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
庁
本
館
及
び
構
内
清
掃
業
務
　
一
式

２
　
役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
五



る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

次
に
掲
げ
る
１
か
ら
８
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
、
か
つ
、
四
の
３
に
よ
り
事
前
に
資
格
が

あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
た
者
が
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
平
成
十
三
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第

十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
山
梨
県
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
役
務
の
性
質
上
、
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
場
合
、
連
絡
後
一
時
間
以
内
に
履
行
に
着
手
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

６
　
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
二
年
間
に
お
い
て
、
従
業
員

へ
の
給
料
又
は
賃
金
の
未
払
い
等
、
不
誠
実
な
行
為
が
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

７
　
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
五
年
間
に
お
い
て
、
一
年
間
継

続
し
て
の
清
掃
業
務
を
一
回
と
し
て
、
二
回
以
上
清
掃
面
積
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
清
掃
業

務
契
約
を
元
請
と
し
て
結
び
、
当
該
契
約
業
務
を
履
行
し
た
実
績
を
有
す
る
こ
と
。

８
　
１
か
ら
７
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
入
札
参
加
資
格
要
件
を
満
た

す
者
で
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
総
務
部

管
財
課
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
九
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
期
間

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
五
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。）

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
十
九
日
午
後
二
時
三
十
分
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
二
十
六
日
午
後
二
時
三
十
分
　
山
梨
県
民
会
館
四
〇
四
会
議
室

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
午
後
四
時

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年

山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
履
行
で
き
る
と
知
事
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な

入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め

る
入
札
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二

又
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
三
の
１
の
場
所
に
平
成
十
四
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
同
年
三
月
一
日

ま
で
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
を
除
く
。）
に
提
出
し
、

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

of
the
services

to
be
required

C
leaning

services
for
the
Y
am
anashi

Prefectural
G
overnm

ent
O
ffice

M
ain

B
uilding

and
its
adjoining

com
pound

1
set

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
六



2
D
ate
and
tim
e
for
tender

2:30PM
M
arch

26,
2002

3
B
ureau

in
charge

A
dm
inistrative

M
anagem

ent
Section,

Property
M
anagem

ent
D
ivision,

G
eneral

A
ffairs

D
epartm

ent,
Y
am
anashi

Prefectural
G
overnm

ent
6-1
M
arunouchi

1-chom
e
K
ofu-shi

Y
am
anashi-ken

400-8501
Japan

TEL
055-223-1391

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
七
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
土
長
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
四
百
六
十
六
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
高
村
博
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
特
│
一
二
）
第
五
一
〇
四
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工

事
業
及
び
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
十
二
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
渡
辺
工
務
店

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
富
浜
町
鳥
沢
百
二
十
三
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
辺
重
利

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
一
六
〇
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、

屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
内

装
仕
上
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃

止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
十
五
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
鮎
沢
塗
装
興
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
府
市
里
吉
三
丁
目
十
番
二
十
一
号

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
鮎
沢
孝

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
九
）
第
三
八
一
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工

事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建

設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
四
年
一
月
九
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
一
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
名
称
　
芦
沢
工
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
小
明
見
二
千
五
十
五
番
地
四

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
沢
豊
次

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
九
）
第
六
八
二
五
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
七



四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
、
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、

屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
鉄
筋
工
事
業
、
板
金

工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工
事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及

び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
四
年
一
月
十
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
神
田
建
設
有
限
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
巨
摩
郡
増
穂
町
最
勝
寺
九
百
二
十
四
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
神
田
雅
也

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
三
）
第
二
七
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装

仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
桃
李

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
東
八
代
郡
一
宮
町
塩
田
七
百
三
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
林
美
人

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
一
）
第
七
九
八
九
号

四
　
処
分
の
内
容
　
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道

施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
四
年
一
月
二
十
二
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
河
西
字
村
西
一
一
二
七
の
九
及
び
一
一
二
七
の
十

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
田
富
町
山
之
神
三
千
六
百
二
十
九
番
地
の
二
パ
ー
ク
サ
イ
ド
Ｓ
二
〇
一
号
　
深
澤
健
二

深
澤
和
子

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
字
下
条
五
六
六
の
三

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
田
富
町
藤
巻
千
五
百
七
十
番
地
　
野
中
但
夫

�

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
八
田
村
徳
永
字
和
田
下
一
五
八
九
の
三
及
び
一
五
九
一

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
八



中
巨
摩
郡
昭
和
町
押
越
九
十
番
地
　
有
限
会
社
　
ヒ
カ
ワ
　
リ
ア
ル
エ
ス
テ
イ
ト
　
代
表
取
締
役

樋
川
俊
夫

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
竜
王
町
西
八
幡
字
梅
ノ
木
六
三
五
の
一
、
六
三
五
の
六
、
六
三
五
の
七
、
六
三
五
の
八
、

六
三
五
の
九
、
六
三
五
の
一
〇
、
六
三
五
の
一
一
、
六
三
五
の
一
二
、
六
三
五
の
一
三
及
び
六
三
五

の
一
四

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域
　

道
　
　
路

水
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

ご
み
置
場

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
竜
王

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
新
宿
区
新
宿
三
丁
目
三
十
六
番
六
号
　
中
央
都
市
建
設
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
藤
澤

進
�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
敷
島
町
長
塚
字
清
水
尻
八
二
七
の
一
、
八
二
七
の
三
、
八
二
七
の
四
、
八
二
七
の
五
、

八
二
七
の
六
、
八
二
七
の
七
及
び
八
二
七
の
八

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
中
地
域
振
興
局
建
設
部
及
び
敷
島

町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
敷
島
町
長
塚
三
百
十
六
番
地
一
　
米
山
好
道

�

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
天
　
　
野
　
　
　
　
　
建

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
大
字
下
大
鳥
居
字
波
柳
二
四
二
の
一
、
二
四
二
の
九
、
二
四
二
の
一
〇
、

二
四
二
の
一
一
、
二
四
二
の
一
二
、
二
四
二
の
一
三
、
二
四
二
の
一
四
、
二
四
二
の
一
五
、
二
五
二

の
一
六
、
二
四
二
の
一
七
、
二
四
二
の
一
八
、
二
四
二
の
一
九
、
二
四
三
の
一
、
二
四
三
の
二
、
二

四
三
の
三
、
二
四
三
の
四
、
二
四
四
の
二
、
二
四
四
の
三
、
二
四
四
の
四
、
二
四
四
の
五
、
二
四
四

の
六
、
二
四
四
の
七
、
二
四
四
の
八
、
二
四
八
の
一
、
二
四
八
の
二
、
二
四
八
の
三
、
二
四
八
の
四
、

二
四
八
の
五
、
二
四
八
の
六
、
二
四
八
の
七
、
二
四
八
の
八
、
二
四
八
の
九
、
二
四
八
の
一
〇
、
二

四
八
の
一
一
、
二
四
八
の
一
二
、
二
五
五
の
一
、
二
五
五
の
二
、
二
五
五
の
三
、
二
五
五
の
四
、
二

五
五
の
五
、
二
五
五
の
六
、
二
五
五
の
七
、
二
五
五
の
八
、
二
五
五
の
九
、
二
五
八
の
一
、
二
五
八

の
三
、
二
五
八
の
四
、
二
五
八
の
五
、
二
五
八
の
六
、
二
五
八
の
七
、
二
五
八
の
八
及
び
二
五
八
の

九
並
び
に
字
前
畑
五
九
の
二
及
び
六
二
の
二

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類

位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

公
園
緑
地

防
火
水
槽

ゴ
ミ
置
場

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
峡
南
地
域
振
興
局
市
川
建
設
部
及
び

市
川
大
門
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

七
九



西
八
代
郡
市
川
大
門
町
千
六
十
五
番
地
　
村
松
眞
由
美

西
八
代
郡
市
川
大
門
町
西
条
千
五
百
七
十
七
番
一
　
有
限
会
社
千
代
田
農
産
　
代
表
取
締
役
村
松

眞
由
美

教
育
委
員
会

�

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
教
育
委
員
会

教
育
長
　
　
数
　
　
野
　
　
　
　
　
強

一
　
落
札
に
係
る
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

県
立
学
校
教
育
情
報
化
推
進
事
業
用
パ
ソ
コ
ン
等
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
教
育
庁
高
校
教
育
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
十
三
年
十
二
月
二
十
一
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
リ
ー
ス
株
式
会
社
　
横
浜
支
店

神
奈
川
県
横
浜
市
神
奈
川
区
鶴
屋
町
二
丁
目
二
十
三
番
二
号

五
　
落
札
金
額

二
百
八
十
五
万
四
千
三
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
特
例
政
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
っ
た
日

平
成
十
三
年
十
一
月
八
日

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

特
例
一
時
金
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

特
例
一
時
金
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
。
以
下

「
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
八
項
、
第
九
項
及
び
第
十
二
項
、
山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条

例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第

八
項
、
第
九
項
及
び
第
十
二
項
並
び
に
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例

第
四
十
三
号
。
以
下
「
警
察
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。）
附
則
第
十
項
、
第
十
一
項
及
び
第
十
四

項
の
規
定
に
よ
る
特
例
一
時
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
特
例
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
職
員
）

第
二
条

職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例

附
則
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
特
例
一
時
金
の
支
給
を
受
け
る
職
員
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
基

準
日
（
次
条
及
び
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
単
に
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
在
職
す
る
職
員
の
う

ち
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員
と
す
る
。

一
　
無
給
休
職
者
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支

給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。）

二
　
停
職
者
（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員

を
い
う
。）

三
　
非
常
勤
職
員
（
職
員
給
与
条
例
第
三
十
六
条
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
二
十
四
条
及
び
警
察
職

員
給
与
条
例
第
三
十
四
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
い
う
。）

四
　
専
従
休
職
者
（
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
許
可
を
受
け
て
い
る
職
員

を
い
う
。）

五
　
無
給
休
暇
職
員
（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八

年
山
梨
県
条
例
第
五
号
。
以
下
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
七
条
又
は
山
梨
県
学

校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
山
梨
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
学

校
職
員
勤
務
時
間
条
例
」
と
い
う
。）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
無
給
休
暇
の
承
認
を
受
け
て
い

る
職
員
を
い
う
。）

六
　
育
児
休
業
職
員
（
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。）
の
う
ち
、
基
準

期
間
（
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
、
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
及
び
警

察
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
基
準
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
全

期
間
が
給
料
を
支
給
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
期
間
（
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
、

学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
第
一
号
に
規

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

八
〇



定
す
る
無
給
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
で
あ
る
職
員
（
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
項
、
学
校

職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
項
及
び
警
察
職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
二
項
に
規
定
す
る
職
員
を
い

う
。）

七
　
無
給
派
遣
職
員
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る

条
例
（
昭
和
六
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
二
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員

の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。）

八
　
公
益
法
人
等
無
給
派
遣
職
員
（
公
益
法
人
等
へ
の
山
梨
県
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
の
う
ち
、

給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
職
員
を
い
う
。）

九
　
大
学
院
修
学
休
業
職
員
（
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
職
員
を
い
う
。）

（
無
給
期
間
）

第
三
条

基
準
期
間
の
各
月
の
う
ち
、
前
条
各
号
（
第
六
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。）
に
掲
げ
る
職
員

若
し
く
は
育
児
休
業
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
又
は
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
又
は

警
察
職
員
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
以
外
の
期
間
が
月
の
初
日
か
ら

末
日
ま
で
の
全
期
間
（
基
準
日
が
属
す
る
月
に
つ
い
て
は
、
基
準
日
）
に
わ
た
ら
な
い
月
に
つ
い
て

は
、
無
給
期
間
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

（
無
給
期
間
の
特
例
）

第
四
条

基
準
期
間
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
者
が
引
き
続
き
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例

又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
そ
れ

ら
の
者
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
職
員
給
与
条
例
、
学
校
職
員
給
与
条
例
又
は
警
察
職
員
給
与
条

例
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
と
み
な
す
。

一
　
現
業
職
員
（
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
三
十
六
年
山
梨
県
条
例
第
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
い
う
。）

二
　
企
業
職
員
（
山
梨
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
一
年
山

梨
県
条
例
第
四
十
三
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
を
い
う
。）

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者

２
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
の
無
給
期
間
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
無
給
期
間
が
あ
る
職
員
等
の
特
例
一
時
金
の
額
）

第
五
条

職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
、
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
一
号
及
び
警
察

職
員
給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
二
百
十
円
に
基
準
期

間
の
う
ち
無
給
期
間
に
含
ま
れ
な
い
月
の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
二
号
、
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
九
項
第
二
号
及
び
警
察
職
員

給
与
条
例
附
則
第
十
一
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
　
基
準
日
に
お
い
て
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
七
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
三
又
は
警
察

職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
六
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
者
（
第
三
号
に
掲
げ
る
者
を

除
く
。）

二
千
五
百
二
十
円
（
無
給
期
間
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り

算
定
し
た
額
）
に
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条
第
二
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
二
条

第
一
項
又
は
学
校
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
勤
務
時
間
で
除

し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額

二
　
基
準
日
に
お
い
て
職
員
給
与
条
例
附
則
第
六
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
附
則
第
六
項
又
は
警
察

職
員
給
与
条
例
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
者
（
次
号
に
掲
げ
る
者
を
除

く
。）

二
千
五
百
二
十
円
（
無
給
期
間
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算

定
し
た
額
）
か
ら
そ
の
半
額
を
減
じ
た
額

三
　
基
準
日
に
お
い
て
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
七
及
び
附
則
第
六
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
八

条
の
三
及
び
附
則
第
六
項
又
は
警
察
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
六
及
び
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適

用
を
受
け
る
職
員
で
あ
る
者
　
第
一
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
額
か
ら
そ
の
半
額
を
減
じ

た
額

（
特
例
一
時
金
の
支
給
日
）

第
六
条

特
例
一
時
金
の
支
給
日
は
、
三
月
十
五
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と

き
は
そ
の
前
々
日
と
し
、
同
月
十
五
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
そ
の
前
日
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条

こ
の
規
則
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
条
第
八
号
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
読
替
え
）

２
　
職
員
に
特
例
一
時
金
が
支
給
さ
れ
る
間
、
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員

の
処
遇
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
三
条
第
一
項
中
「
及
び
　

期
末
手
当
」
と
あ
る
の
は
「
、
期
末
手
当
及
び
特
例
一
時
金
」
と
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

八
一



委
員
長
　
　
村
　
　
松
　
　
　
　
　
晃

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
前
の
見
出
し
並
び
に
同
項
、
第
三
項
及
び
附
則
別
表
を
削
り
、
附
則
第
一
項
の
項
番

号
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に

関
す
る
規
則
の
規
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

公
安
委
員
会

�

遊
技
機
の
型
式
の
検
定

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
申
請
の
あ
っ
た
遊
技
機
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
た
結
果
、
次
の
遊

技
機
を
遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第

四
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
検
定
の
有
効
期
間
は
、
平
成
十
七
年
二
月
十
三
日
ま
で
と
す
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
古
　
　
屋
　
　
忠
　
　
彦

型
　
　
式
　
　
の
　
　
概
　
　
要

申
請
者
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

遊
技
機
の
種
類

型
式
名

製
造
又

検
定
番
号

及
び
区
分

は
輸
入

業
者
名

株
式
会
社
平
和
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
・
帰

株
式
会
社

一
〇
〇
五
九
三

中
島
潤

機

っ
て
き
た

平
和

群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二
丁
目
三

規
則
第
六
条
第

黄
門
ち
ゃ

〇
一
四
番
地
の
八

一
号
イ
（
別
表

ま
Ｋ

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト
テ

回
胴
式
遊
技
機

マ
ッ
カ
チ

株
式
会
社

一
四
〇
六
〇
〇

ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役

規
則
第
六
条
第

ン
Ｓ

ア
リ
ス
ト

加
茂
隆
曹

二
号
（
別
表
第

ク
ラ
ー
ト

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目

五
）

テ
ク
ノ
ロ

五
番
一
二
号

ジ
ー
ズ

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト
テ

回
胴
式
遊
技
機

ワ
ン
チ
ャ

株
式
会
社

一
四
〇
六
四
七

ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
　
代
表
取
締
役

規
則
第
六
条
第

ン
ス

ア
リ
ス
ト

加
茂
隆
曹

二
号
（
別
表
第

ク
ラ
ー
ト

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目

五
）

テ
ク
ノ
ロ

五
番
一
二
号

ジ
ー
ズ

株
式
会
社
西
陣
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ガ
イ
ア
マ

株
式
会
社

一
四
〇
三
四
二

藤
原
●

規
則
第
六
条
第

ッ
ク
ス

西
陣

東
京
都
千
代
田
区
平
河
町
一
丁
目

二
号
（
別
表
第

四
番
三
号

五
）

株
式
会
社
三
共
　
代
表
取
締
役

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

一
〇
〇
六
八
一

毒
島
秀
行

機

ー
バ
ー
セ

三
共

群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六
丁
目
四

規
則
第
六
条
第

ブ
ン
ミ
ッ

六
〇
番
地

一
号
イ
（
別
表

シ
ョ
ン
Ｇ

第
二
）

Ｐ

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ダ
イ
ド
ー
　
代
表
取
締

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
フ
ィ

株
式
会
社

一
〇
〇
六
一
七

役
　
寳
田
久
治

機

ー
バ
ー
競

ダ
イ
ド
ー

東
京
都
渋
谷
区
東
二
丁
目
二
三
番

規
則
第
六
条
第

馬
王
Ｓ
Ｐ

三
号

一
号
イ
（
別
表

第
二
）

第
一
種
特
別
電

動
役
物

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ボ
ー
ナ
ス

株
式
会
社

一
四
〇
六
四
六

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ジ
ャ
ム
│

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

３
０

番
五
号

五
）

株
式
会
社
ネ
ッ
ト
　
代
表
取
締
役

回
胴
式
遊
技
機

ハ
ウ
ン
ド

株
式
会
社

一
四
〇
六
五
〇

国
本
幸
司

規
則
第
六
条
第

ド
ッ
グ

ネ
ッ
ト

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
北
町
一
丁
四

二
号
（
別
表
第

番
五
号

五
）

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン
　
代
表
取

ぱ
ち
ん
こ
遊
技

Ｃ
Ｒ
ダ
イ

株
式
会
社

一
二
〇
六
二
六

締
役
　
新
井
悠
司

機

ナ
マ
イ
ト

ニ
ュ
ー
ギ

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
烏
森
町

規
則
第
六
条
第

キ
ュ
ー
テ

ン

三
丁
目
五
六
番
地

一
号
ロ
（
別
表

ィ
ー

第
三
）

第
三
種
特
別
電

動
役
物

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

八
二
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そ
　
の
　
他

�

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
　
　
山
　
　
田
　
　
　
　
　
勲

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
立
中
央
病
院
清
掃
業
務
　
一
式

２
　
役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号
　
山
梨
県
立
中
央
病
院

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
あ
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
二
十
四
号
）
の

一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
建
築
物
に
お
け
る
衛
生
的
環
境
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
二
十
号
）
第

十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業
に
つ
い
て
山
梨
県
知
事
の
登
録
を
受
け

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
第
九
条
の
十
五
に
規
定
す
る
基
準

に
適
合
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
確
実
に
履
行
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

５
　
役
務
の
性
質
上
、
緊
急
の
措
置
を
要
す
る
場
合
、
連
絡
後
一
時
間
以
内
に
履
行
に
着
手
で
き
る

者
で
あ
る
こ
と
。

６
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
〇
〇
二
七
　
山
梨
県
甲
府
市
富
士
見
一
丁
目
一
番
一
号
　
山
梨
県
立
中
央

病
院
管
理
局
総
務
課
施
設
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
五
三
│
七
一
一
一
　
内
線
八
八
二
五

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
の
１
の
交
付
場
所
に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
十
二
日
午
前
十
時
三
十
分
　
山
梨
県
立
中
央
病
院
仮
設
棟
一
〇
一
会
議
室

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
四
年
三
月
二
十
五
日
午
前
十
一
時
　
山
梨
県
立
中
央
病
院
仮
設
棟
一
〇
一
会
議
室

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限

平
成
十
四
年
三
月
二
十
二
日
午
後
四
時

６
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め

ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九

年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）
第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

７
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
履
行
で
き
る
と
山
梨
県
立
中
央
病
院
管
理
局
長
が
認
め
た
入
札
者

で
あ
っ
て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最

低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め

る
入
札
保
証
金
又
は
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
八
条
の
二

又
は
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

３
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
二
百
六
十
四
号
　
　
平
成
十
四
年
二
月
十
四
日

八
三



発 行 者 　 　 山 　 梨 　 県 　 　 甲 府 市 丸 の 内 一 丁 目 六 番 一 号 　 　 　 　 　 印 刷 所 　 ㈱ サ ン ニ チ 印 刷 　 甲 府 市 北 口 二 丁 目 六 番

山 梨 県 公 報 　 　 第 千 二 百 六 十 四 号 　 　 平 成 十 四 年 二 月 十 四 日 八 四

４ 　 そ の 他

詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。

※ 　 Summary
1 Nature and quantity of the services to be required
Cleaning Services for Yamanashi Prefectural Central Hospital 1 set

2 Date and Time for tender
11:00AM March 25. 2002

3 Bureau in charge
Facilities Management Section, General Affairs Division,
Administrative Bureau, Yamanashi Prefectural Central Hospital
1-1 Fujimi 1-chome Kofu-shi Yamanashi-ken 400-0027 Japan TEL055-253-7111


